
一 

○ 総 務 省 告 示 第 四 百 二 十 号 

 無 線 機 器 型 式 検 定 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 郵 政 省 令 第 四 十 号 ） 別 表 第 一 号 及 び 別 表 第 二 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 平 成 二 年 郵 政 省 告 示 第 五 百 七 十 八 号 （ 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 機 器 の 構 造 及 び 性 能 の 条 件

並 び に 機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 五 年 十 二 月 二 十 二 日 

                               総 務 大 臣  松 本  剛 明 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。 



 

二 

 

改  正  後 改  正  前 
一 構 造 及 び 性 能 の 条 件 一 構 造 及 び 性 能 の 条 件 

 平 成 十 七 年 総 務 省 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 （ 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 技 術 的 条 件 を 定 め

る 件 。 以 下 「 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 」 と い う 。 ） 第 一 項 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 項 （ 第 二

号 （ 三 ） か ら （ 六 ） ま で 、 第 三 号 （ 二 ） か ら （ 四 ） ま で 、 第 四 号 並 び に 第 五 号 （ 二 ） 及 び

（ 三 ） を 除 く 。 ） の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 平 成 十 七 年 総 務 省 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 （ 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 技 術 的 条 件 を 定 め

る 件 。 以 下 「 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 」 と い う 。 ） 第 一 項 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 項 （ 第 二

号 （ 三 ） か ら （ 六 ） ま で 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ） の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 

二 機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 二 機 械 的 及 び 電 気 的 条 件 

 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 第 二 項 第 二 号 （ 三 ） か ら （ 六 ） ま で 、 第 三 号 （ 二 ） か ら （ 四 ） ま で 、

第 四 号 並 び に 第 五 号 （ 二 ） 及 び （ 三 ） の 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 第 二 項 第 二 号( 三) か ら( 六) ま で 及 び 第 三 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で あ

る こ と 。 


